
伊 藤 塾 

  うかる！行政書士 総合テキスト 

 -1- 民 法 

 
 

Date

/ 
 

Date

/ 
 

Date 

/ 

  
民 法 Chapter 40

 

 親⼦に関する次の記述のうち、⺠法の規定及び判例に照らし、妥当な
ものはどれか。 

１ 真実の親⼦関係がない親から嫡出である⼦として出⽣の届出がさ
れている場合には、その出⽣の届出は無効であるが、その⼦が成年
に達した後は、その出⽣の届出を養⼦縁組の届出とみなすことがで
きる。 

２ Ｂが、Ａとの内縁関係の継続中に懐胎し、その後、Ａと適法に婚
姻をし、婚姻成⽴の⽇から150⽇後にＣを出産した場合において、
Ｃが内縁関係の成⽴の⽇から200⽇を経過した後に⽣まれたもので
あるときは、ＡがＣとの間に⽗⼦関係が存在しないことを争うには、
嫡出否認の訴えによらなければならない。 

３ 妻が婚姻成⽴の⽇から200⽇を経過した後に出産した⼦は、嫡出
⼦と推定されるから、たとえ夫による懐胎が不可能な場合であって
も、嫡出否認の訴えによらなければ、夫は親⼦関係を否定すること
はできない。 

４ 未成年者が認知をする場合、法定代理⼈の同意は不要であり、ま
た、成年被後⾒⼈が認知をする場合も、成年後⾒⼈の同意を必要と
しない。 

５ ⾮嫡出⼦が認知請求権を放棄する契約をしたときは、⽗に対して
認知の訴えを提起することはできなくなる。 
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本試験レベルの問題にチャレンジ！   
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正解 

5４ ［親子関係］親 子 

 

１ 妥当でない 

 養⼦縁組は、届出によって、その効⼒を⽣ずる（⺠法799条・739条
１項）。判例によれば、養⼦とする意思で他⼈の⼦を嫡出⼦として届け
た場合、事実上親⼦関係が持続されていても、それによって養⼦縁組が
成⽴することはない（最判昭25.12.28）。 

２ 妥当でない 

 判例は、婚姻成⽴の⽇から200⽇以内に⽣まれた⼦は、婚姻に先⾏す
る内縁関係の成⽴の⽇から200⽇後に⽣まれたものであっても、⺠法
772条所定の嫡出の推定は受けないとしている（最判昭41.２.15）。そ
して、嫡出の推定を受けない⼦との⽗⼦関係を争うには、「親⼦関係不
存在確認の訴え」による。 

３ 妥当でない 

 婚姻の成⽴の⽇から200⽇を経過した後に⽣まれた⼦は、婚姻中に懐
胎したものと推定され（⺠法772条２項）、妻が婚姻中に懐胎した⼦は、
夫の⼦と推定される（同条１項）。もっとも、夫による懐胎が不可能で
あるときは、嫡出の推定を受けない（最判昭44.５.29）。したがって、
本肢の場合、夫は、嫡出否認の訴え（同法775条）ではなく、親⼦関係
不存在確認の訴えによって、⽗⼦関係を否定することができる。 

４ 妥当である 

 認知をするには、⽗⼜は⺟が未成年者⼜は成年被後⾒⼈であるときで
も、その法定代理⼈の同意を必要としない（⺠法780条）。 

５ 妥当でない 

 ⼦の⽗に対する認知請求権（⺠法787条本⽂）は、その⾝分法上の権
利たる性質及びこれを認めた⺠法の法意に照らして、放棄することがで
きない（最判昭37.４.10）。 

 以上により、妥当なものは肢４であり、正解は４となる。 


